
大 崎 上 島 町

項 目 主 な 手 続 き 必 要 な も の 電 話 番 号

印 鑑 登 録 印鑑登録証の返却 印鑑登録証

住 民 基 本 台 帳 カ ー ド 住民基本台帳カードの返却 住民基本台帳カード

マ イ ナ ン バ ー カ ー ド
マイナンバーカードの返却
マイナンバーカード返却の届出

マイナンバーカード

個 人 番 号 通 知 カ ー ド
（マイナンバーの通知カード）

個人番号通知カードの返却
個人番号通知カード返却の届出

個人番号通知カード

国 民 年 金
未支給年金の請求
死亡届の提出

年金証書等の基礎年金番号が確認できる書類
未支給年金請求者の預貯金通帳

国 民 健 康 保 険

被保険者証等の返却
 （世帯主が変更になる場合は、
　 他の世帯員の被保険者証等の
　 変更手続きが必要です）
葬祭費支給申請

国民健康保険被保険者証又は資格確認書等
葬祭執行者(喪主)が確認できる書類
（死体埋火葬許可証、火葬場使用許可証、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会葬礼状 など）
申請者（葬祭執行者）の預貯金通帳

後 期 高 齢 者 医 療 保 険
被保険者証等の返却
葬祭費支給申請

後期高齢者医療被保険者証又は資格確認書等
葬祭執行者(喪主)及び火葬年月日が確認できるもの
（死体埋火葬許可証及び火葬場使用許可証等）
申請者（葬祭執行者(喪主)）の預貯金通帳

介 護 保 険
被保険者証等の返却
高額介護サービス費等支給申請（該当
者のみ）

印鑑
介護保険被保険者証等
申請者（相続人等）の預貯金通帳

0846-65-3113
0846-64-3510
0846-62-0300

住民課住民人権対策係 ◎
住民課大崎窓口係 ◎
住民課木江窓口係 ◎

手 続 き す る 窓 口

本 庁
大 崎 支 所
木 江 支 所

　　　　　　　お　亡　く　な　り　に　な　ら　れ　た　後　の　諸　手　続　き　に　つ　い　て

   該当されるものがある場合は、後日、必要なもの及び本人確認ができる書類等を持参の上、本庁又は各支所窓口まで手続きにお越しください。
　 ご不明な点などがある場合は、担当課（手続きする窓口欄の◎印が付いている課）にお問い合わせください。

裏面につづく

0846-65-3113
0846-64-3510
0846-62-0301

住民課住民人権対策係
住民課大崎窓口係
健康福祉課保険係 ◎

本 庁
大 崎 支 所
木 江 支 所



大 崎 上 島 町

項 目 主 な 手 続 き 必 要 な も の 電 話 番 号手 続 き す る 窓 口

　　　　　　　お　亡　く　な　り　に　な　ら　れ　た　後　の　諸　手　続　き　に　つ　い　て

   該当されるものがある場合は、後日、必要なもの及び本人確認ができる書類等を持参の上、本庁又は各支所窓口まで手続きにお越しください。
　 ご不明な点などがある場合は、担当課（手続きする窓口欄の◎印が付いている課）にお問い合わせください。

身 体 障 害 者 等 手 帳
福 祉 医 療 受 給 者 証

身体障害者等手帳の返却
資格喪失の届出

印鑑
身体障害者手帳等
福祉医療費受給者証　など

思 い や り 駐 車 場 利 用 証 返却届 利用証

あ ん し ん 電 話 電話機器（電話及びペンダント）の返却 電話機器類一式（ペンダント含む）

税 金

口座振替の再手続きの相談
バイク等の名義変更又は廃車届
相続人代表者指定届（住民税・国保
税・軽自動車税）
納税義務者申告書（固定資産税）
納税管理人申告書（固定資産税）

印鑑
預貯金通帳
ナンバープレート　など

 ※土地や建物の相続による所有権移転登記は
  　不動産の所在地を管轄する法務局に申請が
  　必要です。

本 庁
大 崎 支 所
木 江 支 所

税務課税務係 ◎
住民課大崎窓口係
住民課木江窓口係

0846-65-3114
0846-64-3510
0846-62-0300

上 下 水 道 名義人の変更届又は使用中止届

本 庁
大 崎 支 所

木 江 支 所

住民課住民人権対策係
水道広域連合企業団◎
環境衛生課下水道係 ◎
住民課木江窓口係

0846-65-3113
050-3785-3470
0846-64-3513
0846-62-0300

防 災 無 線 個 別 受 信 機
個別受信機の返却 （空き家になる場
合）

個別受信機一式
本 庁
大 崎 支 所
木 江 支 所

総務課庶務係 ◎
住民課大崎窓口係
住民課木江窓口係

0846-65-3111
0846-64-3510
0846-62-0300

原 爆 葬祭料の支給申請

印鑑
原爆被爆者手帳（証書は役場で保管しています）
死亡診断書（写し）
葬祭執行者(喪主)が確認できる書類
（死体埋火葬許可証、火葬場使用許可証、
　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　会葬礼状 など）
申請者（葬祭執行者(喪主)）の預貯金通帳

本 庁
大 崎 支 所
木 江 支 所

住民課住民人権対策係
住民課大崎窓口係
健康福祉課保険係 ◎

0846-65-3113
0846-64-3510
0846-62-0301

横 浜 ・ 長 島 霊 園 の 権 利 者 墓地使用権承継の届出 印鑑

浄 化 槽 浄化槽管理者変更報告書

本 庁
大 崎 支 所
木 江 支 所

住民課住民人権対策係
環境衛生課環境衛生係 ◎
住民課木江窓口係

0846-65-3113
0846-64-3513
0846-62-0300

表面からのつづき

2025年4月1日改正版

0846-65-3113
0846-64-3510
0846-62-0303

住民課住民人権対策係
住民課大崎窓口係
健康福祉課福祉係 ◎

本 庁
大 崎 支 所
木 江 支 所


